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市
は
、
平
成　

年
度
の
固
定

１８

資
産
縦
覧
帳
簿
を
、
資
産
税
グ

ル
ー
プ
（
市
役
所
本
庁
舎
２
階

�
０
７
９
８
・
３
５
・
３
２
６

９
）
、
塩
瀬
・
山
口
支
所
内
の

税
務
管
理
グ
ル
ー
プ
（
０
７
９

７
・
６
１
・
０
０
４
８
）
で
縦

覧
し
ま
す
。　

　

な
お
、
地
方
税
法
に
よ
り
、

固
定
資
産
の
評
価
額
は
３
年
ご

と
に
見
直
す
こ
と
が
規
定
さ
れ

て
お
り
、　

年
度
は
評
価
替
え

１８

の
年
度
に
あ
た
り
ま
す
。　

　

【
縦
覧
帳
簿
記
載
項
目
】
土

地
…
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地

積
、
価
格（
評
価
額
）▽
家
屋
…

所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構

造
、
床
面
積
、
価
格（
評
価
額
）

　

【
縦
覧
期
間
】
４
月
３
日
〜

５
月　

日
（
土
・
日
曜
、
祝
日

３１

を
除
く
）
の
午
前
９
時
〜
午
後

５
時
半　

　

【
縦
覧
範
囲
】
土
地
価
格
等

縦
覧
帳
簿
お
よ
び
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
。
自
己
資
産
以
外
の

土
地
や
家
屋
の
価
格
（
評
価

額
）
に
つ
い
て
も
縦
覧
可
能　

　

【
縦
覧
対
象
者
】
固
定
資
産

税
の
納
税
者（
所
有
者
）か
そ
の

代
理
人　

　

市
は
、
平
成
７
年
１
月
１
日

現
在
に
住
宅
用
地
の
認
定
を
受

け
て
い
た
土
地
で
、
阪
神
・
淡

路
大
震
災
に
よ
り
住
宅
が
滅
失

し
た
り
取
り
壊
さ
れ
た
と
き
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
に

つ
い
て
は
、
住
宅
が
建
築
さ
れ

て
い
な
く
て
も
同
一
の
所
有
者

な
ど
が
引
き
続
き
所
有
し
て
い

利
用
さ
れ
て
い
る
土
地
に
適
用

さ
れ
ま
す
。
住
宅
用
家
屋
の
敷

地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
な
い

土
地
に
比
べ
、
税
額
が
大
幅
に

軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
特
例
措
置
は
、
原
則
と

し
て
当
該
土
地
が
１
月
１
日
に

住
宅
用
家
屋
の
敷
地
と
し
て
利

用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
適

用
さ
れ
る
も
の
で
、
新
た
に
住

宅
の
建
築
が
予
定
さ
れ
て
い
る

土
地
や
、
住
宅
が
建
築
中
の
土

地
に
は
こ
の
特
例
措
置
の
適
用

が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
毎
年
送
付
す
る
納
税

通
知
書
の
課
税
明
細
書
に
は

「
住
宅
用
地
」ま
た
は「
一
部
住

宅
用
地
」と
記
載
し
て
い
ま
す
。

　

問
合
せ
は
資
産
税
グ
ル
ー
プ

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
２
２

１
）
へ
。

　

居
住
用
家
屋
の
敷
地
（
住
宅

用
地
）に
つ
い
て
は
、そ
の
税
負

担
を
特
に
軽
減
す
る
必
要
か
ら

課
税
標
準
の
特
例
措
置
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す（
下
表
参
照
）。

　

住
宅
用
地
の
特
例
は
、
固
定

資
産
税（
土
地
）の
賦
課
期
日
で

あ
る
１
月
１
日
に
お
い
て
、
住

宅
用
家
屋
（
人
の
居
住
の
用
に

供
す
る
家
屋
）
の
敷
地
と
し
て

　

市
は
、
震
災
に
よ
り
滅
失
・

損
壊
し
た
家
屋
（
被
災
家
屋
）

の
代
わ
り
に
取
得
し
た
家
屋

（
代
替
家
屋
）
の
固
定
資
産
税

と
都
市
計
画
税
を
次
の
と
お
り

軽
減
し
ま
す
。

　

該
当
す
る
人
は
資
産
税
グ
ル

ー
プ
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３

２
２
５
）
へ
申
告
し
て
く
だ
さ

い
（
被
災
家
屋
が
賃
貸
家
屋
の

場
合
、
借
家
人
は
所
有
者
要
件

に
該
当
し
な
い
の
で
、
こ
の
特

例
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

　

代
替
家
屋
は
平
成
７
年
１
月

　

日
か
ら　

年
３
月　

日
ま
で

１７

１９

３１

に
取
得
し
た
も
の
に
限
り
ま
す
。

　

な
お
、
市
の
新
築
家
屋
調
査

等
の
際
に
、
す
で
に
申
告
書
を

提
出
し
て
い
る
人
は
、
再
度
の

手
続
き
は
不
要
で
す
。　

　

【
軽
減
内
容
】
代
替
家
屋
に

か
か
る
税
額
の
う
ち
、
被
災
家

屋
の
課
税
床
面
積
相
当
分
に
つ

い
て
最
初
の
４
年
度
間
は
２
分

の
１
減
額
、
そ
の
後
２
年
度
間

は
３
分
の
１
減
額
さ
れ
ま
す
。

適
用
期
間
は
、
代
替
家
屋
の
取

得
後
６
年
間
で
す
。　

　

【
適
用
要
件
な
ど
】
①
被
災

家
屋
を
解
体
ま
た
は
売
買
な
ど

の
処
分
を
し
て
い
る
こ
と　

②

被
災
家
屋
は
市
外
も
可　

③
代

替
家
屋
は
新
築
・
中
古
の
い
ず

れ
も
可
。
ま
た
、
損
壊
し
た
家

屋
の
一
部
を
解
体
撤
去
し
、
そ

の
部
分
に
増
築
を
行
っ
た
場
合
、

そ
の
増
築
部
分
は
代
替
家
屋
と

み
な
し
ま
す　

④
代
替
家
屋
は

原
則
と
し
て
被
災
家
屋
と
同
じ

用
途
に
限
り
ま
す　

⑤
代
替
家

屋
の
所
有
者
が
次
の
い
ず
れ
か

で
あ
る
こ
と
▽
被
災
家
屋
の
所

有
者
本
人
▽
被
災
家
屋
の
所
有

者
の
相
続
人
▽
被
災
家
屋
の
所

　

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

お
よ
び
価
格
等
の
証
明
に
つ
い

て
は
、縦
覧
期
間
に
限
ら
ず
い

つ
で
も
、納
税
者
本
人
の
閲
覧

お
よ
び
証
明
の
ほ
か
、土
地
・
家

屋
の
借
地
・
借
家
人
等
の
人
も
、

関
係
す
る
固
定
資
産
の
課
税
台

　

【
持
参
す
る
も
の
】
運
転
免

許
証
や
健
康
保
険
証
、
前
年
度

分
納
税
通
知
書
な
ど
本
人
と
確

認
で
き
る
も
の
。
代
理
人
の
場

合
は
必
ず
委
任
状
持
参
を

　

【
審
査
申
し
出
期
間
】
固
定

資
産
課
税
台
帳
に
価
格
を
登
録

し
た
旨
が
公
示
さ
れ
た
日
か
ら

納
税
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日

以
後　

日
ま
で
の
間

６０

帳
を
閲
覧
す
る
こ
と
や
、証
明

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

【
閲
覧
期
間
】
４
月
３
日
か

ら
の（
土
・
日
曜
、祝
日
、年
末
年

始
を
除
く
）午
前
９
時
〜
午
後

５
時
半　

　

【
閲
覧
場
所
】
資
産
税
グ
ル

ー
プ（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
２

６
９
）、塩
瀬
・
山
口
支
所
内
の

税
務
管
理
グ
ル
ー
プ（
０
７
９

７
・
６
１
・
０
０
４
８
）　

※
な

お
、証
明
は
税
務
管
理
グ
ル
ー

プ（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
、塩
瀬

・
山
口
支
所
内
）、鳴
尾
・
瓦
木
・

甲
東
支
所
、ア
ク
タ
西
宮
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
で
発
行
し
ま
す
（
市

民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
は
発

行
で
き
ま
せ
ん
）　

　

【
閲
覧
対
象
者
】
右
表
参
照

　

【
持
参
す
る
も
の
】
上
記

「
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
の
縦
覧
」
の
場
合
に
必
要
な

も
の
の
ほ
か
、
借
地
・
借
家
人

有
者
の
３
親
等
内
の
親
族
（
被

災
家
屋
の
所
有
者
本
人
の
居
住

の
た
め
、
本
人
に
代
わ
っ
て
住

宅
を
建
て
た
場
合
に
限
る
）
▽

被
災
家
屋
の
所
有
者
（
法
人
）

の
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
合

併
法
人　

※
被
災
家
屋
の
所
有

者
…
平
成
７
年
１
月　

日
現
在

１６

の
所
有
者

続
け
て
い
ま
す
。　

　

普
段
、
勤
務
な
ど
の
関
係
で

納
税
相
談
の
連
絡
困
難
な
人
や
、

事
情
に
よ
り
ま
だ
納
付
し
て
い

な
い
人
の
た
め
に
、
３
月　

・
１８

　

日
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５

１９時
ま
で
、納
税
グ
ル
ー
プ（
市
役

所
本
庁
舎
２
階�
０
７
９
８
・

３
５
・
３
２
８
７
）で
休
日
納
税

相
談
を
行
い
ま
す
。
当
日
は
正

面
玄
関
か
ら
お
入
り
く
だ
さ
い
。 �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

市
は
、
滞
納
市
税
の
早
期

収
納
を
図
る
た
め
、
催
告
を

　

市
は
今
年
１
月
に
、
国
の

鳥
獣
保
護
区
に
指
定
さ
れ
て

　

軽
自
動
車
や
原
動
機
付

自
転
車
等
を
す
で
に
所
有

し
て
い
な
い
人
で
、
廃
車
や

る
場
合
、　

年
度
に
お
い
て
も

１８

引
き
続
き
住
宅
用
地
で
あ
る
も

の
と
み
な
し
て
、
「
住
宅
用
地

の
課
税
標
準
の
特
例
」
が
適
用

さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
貸
駐
車

場
な
ど
別
の
用
途
に
使
用
し
て

い
な
い
場
合
に
限
り
ま
す
。　

等
の
人
は
、
賃
貸
借
契
約
書
等

権
利
関
係
を
証
明
で
き
る
も
の

が
必
要　

※
代
理
人
の
場
合
は

必
ず
委
任
状
の
持
参
を

　

こ
の
特
例
は
、　

年
度
（
震

１９

災
復
興
区
画
整
理
事
業
施
工
中

の
地
区
内
の
土
地
に
つ
い
て
は

　

年
度
）
ま
で
の
措
置
で
す
。

２２
　

問
合
せ
は
資
産
税
グ
ル
ー
プ

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
２
２

１
）
へ
。

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� ��������������

譲
渡
の
手
続
き
を
し
て
い
な
い

場
合
は
、
３
月
中
に
手
続
き
を

済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き

の
な
い
場
合
は
、
平
成　

年
１８

度
の
軽
自
動
車
税
が
課
税
さ

れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　

問
合
せ
は
税
務
管
理
グ
ル

ー
プ
（
０
７
９
８
・
３
５
・

３
２
０
９
）
へ
。　

� ����������

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� ����������
い
る
甲
子
園
浜
の
一
部
を
「
市

条
例
に
よ
る
生
物
保
護
地
区
」

に
指
定
し
ま
し
た
。
シ
ギ
、
チ

ド
リ
類
の
渡
り
鳥
が
飛
来
す
る

４
月
１
日
か
ら
５
月　

日
ま
で

31

の
２
カ
月
間
は
、
条
例
に
基
づ

い
て
、
指
定
区
域（
右
下
地
図

参
照
）へ
の
立
ち
入
り
を
制
限

し
ま
す
。
減
少
し
て
い
る
渡
り

閲覧できる人対象固定資産

固定資産税の納税義務者
当該納税義務に
かかる固定資産

土地について賃借権その他の
使用または収益を目的とする
権利（対価が支払われている
ものに限る）を有する人　
 <例>借地人

当該権利の目的
である土地

家屋について賃借権その他の
使用または収益を目的とする
権利（対価が支払われている
ものに限る）を有する人
 <例>借家人

当該権利の目的
である家屋およ
びその敷地であ
る土地

固定資産の処分をする権利を
有する一定の人
 <例>破産管財人等

当該権利の目的
である固定資産

固定資産課税台帳閲覧可能対象者一覧

都市計画税固定資産税

価格の
3分の1

価格の
6分の1

小規模住宅用地
（住宅用地のうち、一戸あ
たり200㎡までの部分）

価格の
3分の2

価格の
3分の1

一般住宅用地
（住宅用地のうち、一戸あ
たり200㎡を超える部分）

住宅用地にかかる課税標準の特例措置

固定資産の縦覧など
平成１８年度の固定資産縦覧帳簿の縦覧や固定
資産税の課税特例などについてお知らせします

休日納税相休日納税相談談軽
自
動
車
税

ご
み
や
油
な
ど
を
流
さ
な
い
で

ききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききき
れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
ににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににに
ななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななな
っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ
たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川

き
れ
い
に
な
っ
た
川
をををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを

みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ
んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん
ななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななな
ででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで
守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守
りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり
ままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままま
ししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししし
ょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょ

み
ん
な
で
守
り
ま
し
ょ
うううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう

あ
て
》
★
「
青
い
鳥
」
福
祉
基

金
へ　

村
田
泰
造
、
村
上
靖
子
、

故
前
海
君
子
、
心
身
道
強
虎
、

西
宮
歌
謡
会
、
沖
野
昭
二
郎
、

尾
嶋
か
づ
子
＝
合
計　

万
７
０

53

０
０
円

　

《
社
会
福
祉
協
議
会
あ
て
》

★
善
意
銀
行
へ　

高
木
連
合
婦

　

【
平
成　

年
１
月
分
】
《
市

18

甲
子
園
浜
に
飛
来
し
た
チ
ュ
ウ

シ
ャ
ク
シ
ギ

《
周
辺
地
図
》

土
地
・
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

固定資産税

住宅用地の
課税標準特例

固定資産課税
台帳の閲覧等

縦覧期間に限らず可能です

固定資産税
などを軽減

震災被災家屋の代替家屋

震
災
被
災
住
宅
用
地

課
税
標
準
の
特
例
を
継
続

平成１９年度
までの措置

３月１８・１９日に
納税グループで

廃
車
手
続
き
な
ど
は
３
月
中
に

　

今
年
、
夙
川
の
水
質
改
善

率
は
全
国
で
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

の
結
果
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
、
市
内
の
川
や
水

路
は
下
水
道
の
普
及
に
と
も

な
い
、
ど
ん
ど
ん
き
れ
い
に

な
っ
て
い
ま
す
。
本
市
の
下

水
道
普
及
率
は　

・
9
％
で
、

９９

汚
水
を
直
接
下
水
道
に
流
し

清流をみんなで守りましょう

て
い
る
建
物
は　

・
7
％
に
達

98

し
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
川
や
水
路
が
き

れ
い
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
今

ま
で
目
立
た
な
か
っ
た
ご
み
や

油
な
ど
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
遊

べ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
も
、

川
や
水
路
に
ご
み
や
油
を
流
さ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
す
べ
て
の
汚
水
を
下
水
道

に
流
し
ま
し
ょ
う
。

　

問
合
せ
は
下
水
水
路
維
持
課

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
７
５

２
）
へ
。

渡り鳥が飛来する4月から５月

甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園甲子園浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜への
立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制立入制限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限にご協力を

人
会
、か
ぶ
と
や
ま
荘
利
用
者
、

芦
屋
健
康
福
祉
事
務
所
＝
合
計

８
万
１
２
８
９
円　

★
物
品
の

寄
付
（
ふ
き
と
り
布
、
ポ
ー
タ

ブ
ル
ト
イ
レ
、
福
も
ち
な
ど
）

健
康
体
操
子
供
体
操
、松
原
務
、

西
宮
神
社
若
戎
会　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

（
敬
称
略
）

　

本
紙
2
月　

日
号
3
面
掲
載

25

の
平
成　

年　

月
分
「
青
い

17

12

鳥
」
福
祉
基
金
へ
の
寄
付
者
名

「
島
一
夫
」
は
、
正
し
く
は

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｍ
Ａ
」

で
す
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま

す
。

　

問
合
せ
は
福
祉
総
務
課
（
０

７
９
８
・
３
５
・
３
４
２
３
）

へ
。

お
詫
び
と
訂
正

鳥
保
護
の
た
め
、
皆
さ
ん
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。　

　

問
合
せ
は
環
境
都
市
推
進
グ

ル
ー
プ
（
０
７
９
８
・
４
９
・

６
４
０
１
）
へ
。

阪神電鉄 

西宮浜 

鳴尾浜 
立入制限区域 

枝
川 

甲子園浜子園浜 甲子園浜 


